
訪問看護ステーション 訪問看護 料金表                                 令和６年４月１日現在 

１ 訪問看護の介護報酬に係る費用 ２級地 1１.１２ 円  

 訪問看護費（１回につき） 単位数 
利用者負担額

（１割） 

利用者負担額

（２割） 

利用者負担額

（３割） 

 

  指定訪問看護ステーションの場合      

（１）所要時間 20 分未満の場合 313  348  696  1,044  24 時間体制、週１回以上 

（２）所要時間 30 分未満の場合 470  523  1,046  1,568   

（３）所要時間 30 分以上１時間未満の場合 821  913  1,826  2,739   

（４）所要時間１時間以上１時間 30 分未満の場合 1,125  1,251  2,502  3,753   

（５）理学療法士等による訪問の場合 293  326  652  978  １回につき 

１日に２回を超えて訪問看護を行った場合（90％） 264  294  587  881  １回につき 

  病院又は診療所の場合      

（１）所要時間 20 分未満の場合 265  295  590  884  24 時間体制、週１回以上 

（２）所要時間 30 分未満の場合 398  443  885  1,328   

（３）所要時間 30 分以上１時間未満の場合 573  638  1,275  1,912   

（４）所要時間１時間以上１時間 30 分未満の場合 842  937  1,873  2,809   

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して 

指定訪問看護を行う場合 

2,954  3,285  6,570  9,855  １月につき 

 複数名訪問加算（Ⅰ）     １回につき 

   所要時間 30 分未満の場合（複数看護師等） 254  283  565  848   

   所要時間 30 分以上の場合（複数看護師等） 402  447  894  1,341   

 複数名訪問加算（Ⅱ）     １回につき 

 所要時間 30 分未満の場合（看護師等＋看護補助者） 201  224  447  671   

 所要時間 30 分以上の場合（看護師等＋看護補助者） 317  353  705  1,058   

 長時間訪問看護加算 300  334  668  1,001  １回につき１時間 30 分以上 

 緊急時訪問看護加算     １月につき 

   訪問看護ステーション 574  639  1,277  1,915   

    病院又は診療所 315  351  701  1,051   

 特別管理加算（Ⅰ） 500  556  1,112  1,668  １月につき 

  特別管理加算（Ⅱ） 250  278  556  834  １月につき 

 ターミナルケア加算 2,000  2,224  4,448  6,672  死亡月につき 

  初回加算 300  334  668  1,001  １月につき 

  退院時共同指導加算 600  668  1,335  2,002  
１回(特別な管理を必要とする利

用者は２回)に限り 

  看護・介護職員連携強化加算 250  278  556  834  １月に１回に限り 

 看護体制強化加算（Ⅰ） 550  612  1,224  1,835  １月につき 



 看護体制強化加算（Ⅱ） 200  223  445  668  １月につき 

  サービス提供体制強化加算      

 (1) イまたはロを算定している場合      

    サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 6  7  14  20  １回につき 

    サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 3  4  7  10  １回につき 

 (2) ハを算定している場合      

    サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 50  56  112  167  １月につき 

    サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 25  28  56  84  １月につき 

准看護師による訪問看護を行った場合 所定単位数×90/100 

早朝・夜間、深夜の訪問介護の場合  

（１）夜間（午後６時～午後 10 時）・早朝（午前 6 時～午前 8 時） 所定単位数×25/100を加算 

（２）深夜（午後 10 時～午前６時） 所定単位数×50/100を加算 

同一敷地内建物等に居住する利用者の場合  

（１）事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 所定単位数×90/100 

（２）同一の建物に 20人以上利用者が居住する場合 所定単位数×90/100 

（３）事業所と同一敷地内建物等に 50 人以上利用者が居住する場合 所定単位数×85/100 

*利用者負担額（１割、２割又は３割）の算出方法 

 単位数×11.12 円＝○○円（１円未満切り捨て） ○○円－（○○円×0.9、0.8 又は 0.7（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額） 

 *利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。  

  

 

２ その他の費用      

項目 金額 説明 

死後の処置代 
20,000

円 
亡くなった際に家族が死後の処置を希望した場合 

交通費 実費 

当事業所の通常の事業の実施地域（△△区、◎◎区）にお住まいの方は無料で

すが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費（実費）がか

かります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いいただき

ます。 

通常の事業の実施地域を越えた所から、 

片道 １㎞あたり 20 円 

３通常のサービス提供を超える費用（利用者負担 10 割）  
    

項目 金額 説明 

介護保険外サービス 介護報酬告示上の額と同額 

区分限度額を超えてサービスを利用したい場合など、介護保

険枠外のサービス料金です。 

 



訪問看護ステーション 介護予防訪問看護 料金表       令和６年４月１日現在        

１ 介護予防訪問看護の介護報酬に係る費用 ２級地 11.12  円   

 介護予防訪問看護費（１回につき） 
単位

数 

利用者負担額

（１割） 

利用者負担額

（２割） 

利用者負担額

（３割） 

 

  指定介護予防訪問看護ステーションの場合      

（１）所要時間 20 分未満の場合 302  336  672  1,008  
24 時間体制、 

週１回以上 

（２）所要時間 30 分未満の場合 450  501  1,001  1,502   

（３）所要時間 30 分以上１時間未満の場合 792  881  1,762  2,643   

（４）所要時間１時間以上１時間 30 分未満の場

合 
1,087  1,209  2,418  3,627   

（５）理学療法士等による訪問の場合 283  315  630  944  １回につき 

 １日に２回を超えて訪問看護を行った場合（50％） 142  158  316  474  １回につき 

  病院又は診療所の場合      

（１）所要時間 20 分未満の場合 255  284  567  851  24 時間体制、週１回以上 

（２）所要時間 30 分未満の場合 381  424  848  1,271   

（３）所要時間 30 分以上１時間未満の場合 552  614  1,228  1,842   

（４）所要時間１時間以上１時間 30 分未満の場

合 
812  903  1,806  2,709   

 複数名訪問加算（Ⅰ）     １回につき 

  所要時間 30 分未満の場合（複数看護師等） 254  283  565  848   

  所要時間 30 分以上の場合（複数看護師等） 402  447  894  1,341   

 複数名訪問加算（Ⅱ）     １回につき 

  所要時間 30 分未満の場合 

（看護師等＋看護補助者） 
201  224  447  671   

  所要時間 30 分以上の場合 

（看護師等＋看護補助者） 
317  353  705  1,058   

 長時間介護予防訪問看護加算 300  334  668  1,001  
１回につき 

１時間 30 分以上 

 緊急時介護予防訪問看護加算     １月につき 

  訪問看護ステーション 574  639  1,277  1,915   

   病院又は診療所 315  351  701  1,051   

 特別管理加算（Ⅰ） 500  556  1,112  1,668  １月につき 



 特別管理加算（Ⅱ） 250  278  556  834  １月につき 

  初回加算 300  334  668  1,001  １月につき 

  退院時共同指導加算 600  668  1,335  2,002  

１回(特別な管理を必要とす

る利用者については２回)に

限り 

  看護体制強化加算 100  112  223  334  １月につき 

  サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 6  7  14  20  １回につき 

 サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 3  4  7  10  １回につき 

指定介護予防看護の利用が 12 月を超える場合 -5 -6 -11 -17 １回につき 

准看護師による訪問看護を行った場合 所定単位数×90/100 

早朝・夜間、深夜の訪問介護の場合  

（１）夜間（午後６時～午後 10 時） 

早朝（午前 6 時～午前 8 時） 
所定単位数×25/100 を加算 

（２）深夜（午後 10 時～午前６時） 所定単位数×50/100 を加算 

同一敷地内建物等に居住する利用者の場合  

（１）事業所と同一敷地内建物等に居住する利用者の場合 所定単位数×90/100 

（２）同一の建物に 20 人以上利用者が居住する場合 所定単位数×90/100 

（３）事業所と同一敷地内建物等に 50 人以上利用者が居住する場合 所定単位数×85/100 

※利用者負担額（１割、２割又は３割）の算出方法   単位数×11.12 円＝○○円（１円未満切り捨て） 

  ○○円－（○○円×0.9、0.8 又は 0.7（１円未満切り捨て））＝△△円（利用者負担額） 

※利用者負担額欄は各負担割合に応じて単位数を円に換算し表示したものです。 

 ただし、小数点以下は切り捨てとなるため、１ヶ月の合計単位数で計算した場合、多少の誤差が出ます。 

２ その他の費用 

項目 金額 説明 

死後の処置代 20,000 円 在宅で利用者様が亡くなった際に家族が死後の処置を希望した場合 

交通費 実費 

当事業所の通常の事業の実施地域（△△区、◎◎区）にお住まいの方は無料

ですが、それ以外の地域にお住まいの方は、訪問するための交通費（実費）

がかかります。なお、自動車を使用した場合の交通費は次の額をお支払いい

ただきます。 

通常の事業の実施地域を越えた所から、 

片道 １㎞あたり 20 円 

３ 通常のサービス提供を超える費用  
    

 

項目 金額 説明  

介護保険外サービス 
介護報酬告示上の額と同額 

（利用者負担 10 割） 

区分限度額を超えてサービスを利用したい場

合など、介護保険枠外のサービス料金です。 

 

 

 



 


